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シンポジウム

憲
法
学
の
視
点
か
ら
l

二
つ
の

「
人
間
の
尊
厳
」
論
と
憲
法
理
論

主
円

H
H
μ
a
 

d
H
7
 

4
a
A
l
 

幸

は
じ
め
に

一
九
四
六
年
に
制
定
さ
れ
た
日
本
国
憲
法
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
国
家
や
社
会
の
現
状
に
「
先
行
」
す
る
実
定
法
も
あ
り
う
る
。
し

か
し
、
一
般
に
、
実
定
法
は
、
社
会
に
生
起
す
る
問
題
に
対
し
て
「
後
追
い
」
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
新
し
い
問
題
に
対
応
す
る
特
定

の
憲
法
規
定
が
存
在
し
な
い
、
と
い
う
状
況
は
、
憲
法
に
と
っ
て
通
常
の
こ
と
と
い
え
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
の

は
、
憲
法
の
原
理
的
条
文
あ
る
い
は
憲
法
の
基
礎
を
成
す
原
理
で
あ
る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
、
と
り
わ
け
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
人
権

の
基
礎
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
「
人
聞
の
尊
厳
」
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
人
間
の
尊
厳
」
を
め
ぐ
っ
て
二
つ
の
レ
ベ
ル
で
重
大
な
「
相
違
」
が
存
在
し
て
い
る
。

一
つ
は
、
「
人
間
の
尊
厳
」
観
念
自
体
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を
め
ぐ
る
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
義
務
基
底
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
権
利
基
底
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
義
務
基
底
的

「
入
閣
の
尊
厳
」
論
で
は
、
「
人
間
の
尊
厳
」
が
人
権
制
約
原
理
と
し
て
機
能
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
権
利
基
底
的
「
人
間
の
尊
厳
」
論

で
は
、
「
人
間
の
尊
厳
」
は
ま
さ
に
自
由
な
自
己
決
定
に
見
出
だ
さ
れ
る
。
他
の
一
つ
の
「
相
違
」
は
、
義
務
基
底
的
「
人
間
の
尊
厳
」
論

に
お
け
る
そ
の
具
体
的
内
容
に
関
す
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
不
在
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
義
務
基
底
的
「
人
間
の
尊
厳
」
論
を
特
徴
と

の
具
体
的
内
容
に
関
し
て
は
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
は
言

す
る
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
人
権
を
制
約
す
る
「
人
間
の
尊
厳
」

い
難
い
状
況
に
あ
る
。

「人間の尊厳Jと身体・生命の倫理的法的位置づけ(1)

こ
の
小
論
で
は
、
「
人
間
の
尊
厳
」
に
関
す
る
こ
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
違
い
が
憲
法
論
に
も
た
ら
す
論
証
構
造
の
違
い
に
着
目
し
つ
つ
、
「
人

(
l
)
 

聞
の
尊
厳
」
論
の
意
義
と
限
界
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
試
み
た
い
。

「
人
間
の
尊
厳
」

に
関
す
る

2
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

(
1
)
義
務
基
底
的
「
人
間
の
尊
厳
」
論

義
務
基
底
的
「
人
間
の
尊
厳
」
論
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
言

E
E伺ニ
C
E
に
由
来
す
る
o

『
人
倫
の
形
而
上
学
的
基
礎
、
チ
ポ
』
に
お
い
て

展
開
さ
れ
て
い
る
穴
恒
三
の
「
人
間
の
尊
厳
」
論
を
、
本
稿
の
問
題
関
心
に
則
し
た
限
り
で
見
て
お
き
た
い
。

関
自
問
の
「
人
間
の
尊
厳
」
論
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
本
稿
の
問
題
関
心
か
ら
す
る
と
二
つ
あ
る
。

と
し
て
挙
げ
る
「
自
律
」
の
内
容
で
あ
る
。
穴
E
E
は
、
「
実
に
多
く
の
傾
向
性
に
触
発
さ
れ
る
」
生
身
の
人
聞
が
実
践
的
純
粋
理
性
の
理
念

を
「
自
分
の
生
き
方
の
う
ち
で
具
体
的
に
活
動
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
(
八
頁
)
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
問
自
門
は
、

一
つ
は
、
剛
山
吉
円
が
「
尊
厳
」
の
根
拠

「
人
倫
法
の
命
法
と
称
さ
れ
て
よ
い
」
定
言
的
命
法
(
四
六
l
四
七
頁
)
と
い
う
形
で
人
聞
が
行
う
べ
き
倫
理
を
定
式
化
し
て
い
る
。
そ
し
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て
、
穴
自
問
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
そ
の
人
間
像
に
お
い
て
「
自
律
」
を
強
調
し
て
い
る
。
関
白
去
に
よ
れ
ば
、
自
律
は

「
人
間
な
ど
あ
ら
ゆ

る
理
性
的
本
性
の
尊
厳
の
根
拠
な
の
で
あ
る
」
(
七
五
頁
)
。
し
か
し
、
相
内
出
口
同
が
言
、
っ
「
自
律
」
は
、

た
だ
単
に
、
自
ら
の
こ
と
を
自
ら
で

決
定
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
「
自
律
」
的
人
間
と
い
え
る
た
め
に
は
、
「
一
個
の
理
性
的
存
在
者
が
目
的
自
体
そ
れ
自
身
で

あ
り
う
る
た
め
の
唯
一
の
条
件
で
あ
る
」
「
道
徳
性
」
を
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
「
人
倫
性
を
備
え
て
い
る
限
り
で
の
人
間
性
だ
け
が

尊
厳
を
も
っ
」
(
七
回
頁
)

の
で
あ
る
。
関
田
去
に
お
け
る
「
道
徳
性
一
と
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
「
合
法
性
」
と
区
別
さ
れ
た
観
念
で
あ
り
、

-
・
・
そ
れ
が
人
倫
的
法
則
の
た
め
に
な
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
九
頁
)
も
の

で
あ
る
。
「
人
間
性
の
尊
厳
は
ま
さ
に
、
普
遍
的
に
法
則
を
立
法
す
る
と
い
う
こ
の
能
力
に
あ
る
」

「
何
か
が
道
徳
的
に
善
い
と
さ
れ
る
に
は
、

(
八
一
頁
)
。
し
た
が
っ
て
、
「
自
律
」
は
、

普
遍
的
な
立
法
行
為
へ
の
関
与
に
見
出
だ
さ
れ
る
。

相
内
自
門
の
「
人
聞
の
尊
厳
」
論
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
他
の
一
つ
は
、

-E口
問
が
「
人
間
」
の
尊
厳
で
は
な
く
、
「
人
間
性
」
(
冨
g
R
F
y
n
-円)

の
尊
厳
と
表
現
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
問
題
は
、
こ
の
「
人
間
性
」
が
何
を
意
味
す
る
の
か
、
で
あ
る
。
核
心
的
論
点
は
、
相
ハ
出
口
門
の

間
性
」
は
種
と
し
て
の
人
類
を
意
味
す
る
の
か
否
か
、

で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
哲
学
を
専
攻
し
て
い
な
い
筆
者
に
と
っ
て
今
後
の
課
題
で
あ

り
、
こ
こ
で
は
問
題
点
の
指
摘
だ
け
に
止
め
て
お
き
た
い
。

相
ハ
同
ロ
円
は
行
動
規
範
や
社
会
的
実
践
を
、
目
的
合
理
性
で
は
な
く
、
道
徳
・
倫
理
に
適
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
の
道
理
性
に
照
ら
し
て

正
当
化
し
て
い
る
。
目
P
E
の
道
徳
哲
学
と
政
治
哲
学
の
特
徴
が
、
義
務
論
的
で
あ
る
こ
と
は
言
を
侠
た
な
い
。

(
2
)
権
利
基
底
的
「
人
間
の
尊
厳
」
論

(3) 

権
利
基
底
的
「
人
間
の
尊
厳
」
論
の
代
表
的
論
者
と
し
て
は
、
〉
言
。
2
5
u
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
(
法
)
哲
学
者
に

(4) 

と
っ
て
は
す
で
に
周
知
の
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
本
稿
の
問
題
関
心
に
則
し
た
限
り
で
、

c
n
5
Z
F
の
権
利
論
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。
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。
2
5・
号
は
、
権
利
の
概
念
を
「
人
間
の
尊
厳
」
と
い
う
抽
象
的
価
値
に
よ
っ
て
直
接
説
明
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
。
四

5
5
の
権

利
概
念
の
基
礎
は
、
動
態
的
な
行
為
者
の
主
体
性
玄
関
白
ロ
ミ
)
で
あ
る
。
。

2
5
u
は
、
行
為
者
の
観
点
か
ら
、
彼
の
用
語
に
よ
れ
ば
弁
証

的
必
然
論
法
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
行
為
者
自
身
に
と
っ
て
の
推
論
の
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
権
利
の
概
念
を
導
く

(
m
m
a
g
s
a
z
c
E唱

否認・ち・お『『・一

Z
Z
E
E
-
c
m
Z
P
3
∞M
e
-
y
N
O
R
-
)
。
そ
の
な
か
で
、
権
利
の
概
念
が
「
個
人
の
尊
厳
」
と
結
び
付
く
。

。
刊
項
目
喜
に
よ
れ
ば
な
門
出
口
『
S
E
E
m
F
2・唱
-AHR)
、
人
間
の
本
性
は
行
為
者
た
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
し
て
行
為
者
と
し
て
の
人
間
に
と
っ

「人間の尊厳Jと身体・生命の倫理的法的位置づけ(1)

て
の
目
的
は
個
人
の
自
律
的
な
道
徳
的
主
体
性
の
確
立
で
あ
る
。
個
人
が
自
律
的
な
道
徳
的
主
体
性
を
確
立
す
る
た
め
に
、
権
利
の
概
念
が

要
請
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
主
体
性
が
尊
厳
の
核
心
を
成
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
権
利
の
概
念
は
「
個
人
の
尊
厳
」
を
確
保
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

人
間
の
行
為
は
一
定
の
目
的
を
有
し
た
真
正
な
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
あ
る
一
般
的
条
件
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
あ
る

一
般
的
条
件
と
は
、
自
発
性

(
g
Z
E包
宮
田
明
)
と
目
的
志
向
性
(
宮
『
吉
田
守

2
2由
)
で
あ
る
。
自
発
性
は
、
行
為
者
が
他
者
か
ら
妨
害
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
自
己
自
身
の
力
に
基
づ
い
て
行
為
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
目
的
志
向
性
は
、
行
為
者
が
自
ら
企
図
す
る
目
標
を
達
成
し
て

自
己
の
望
む
生
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
自
発
性
と
目
的
志
向
性
と
い
う
こ
つ
の
条
件
は
、
そ
れ
ぞ
れ
自

由
と
福
利
と
い
う
二
つ
の
価
値
を
内
在
さ
せ
て
い
る
。
逆
の
面
か
ら
言
え
ば
、
行
為
者
で
あ
る
個
人
が
自
ら
の
目
的
を
行
為
を
通
じ
て
実
現

す
る
た
め
に
は
、
自
由
と
福
利
が
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
自
発
性
と
目
的
志
向
性
の
下
で
の
行
為
は
、
他
者
に
よ
っ

て
強
制
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
行
動
の
偶
然
の
一
致
な
ど
で
も
な
く
、
行
為
主
体
者
が
自
ら
選
択
し
た
理
由
に
基
づ
い
て
活
動
を
コ

jヒ法54(6・145)2157

ン
ト
ロ
ー
ル
し
た
も
の
で
あ
る
。

。
2
5
z
の
、
主
体
性
に
定
位
し
た
人
間
像
に
基
づ
い
て
人
権
を
正
当
化
す
る
権
利
論
は
、
権
利
基
底
的
「
人
間
の
尊
厳
」
論
と
位
置
づ

け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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義
務
基
底
的
「
人
間
の
尊
厳
」
論
と
憲
法
理
論

(
1
)
自
律
的
「
人
間
」
の
尊
厳
論

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
は
、
ナ
チ
ス
の
人
間
軽
視
に
対
す
る
反
作
用
と
し
て
、
そ
し
て
国
家
に
対
す
る
人
間
の
優
位
と
い
う
価
値
決
定
を
表

(5) 

す
も
の
と
し
て
、
基
本
法
一
条
一
項
で
「
人
間
の
尊
厳
」
を
規
定
し
た
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
「
人
間
の
尊
厳
」
が
義
務
基
底
的
「
人
間
の
尊

一
つ
は
、
「
人
間
の
尊
厳
」

H

人
格
主
義
論
で
あ
る
。
他
の
一
つ

厳
」
論
で
あ
る
こ
と
は
、
二
つ
点
か
ら
指
摘
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

は
「
人
間
の
尊
厳
」
条
項
の
規
範
的
性
格
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
絶
対
的
保
障
そ
し
て
個
別
的
基
本
権
の
制
約
規
範
で
あ
る
。

判
例
・
多
数
説
は
、
「
尊
厳
」
の
担
い
手
で
あ
る
人
聞
を
「
人
格
」
と
結
び
付
け
て
把
握
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
は
、
ま
ず
何
よ
り
も

人
格
主
義

B
R
E
E
-
2
5己
目
)
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
同
島
去
の
「
人
間
性
の
尊
厳
」
論
と
の
関
係
で
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
人
格
主
義

が
個
人
を
超
え
た
、
あ
る
い
は
個
体
性
を
喪
失
し
た
人
格
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
判
例
・
多
数
説
の
「
人
間
の
尊
厳
」

論
は
、
人
格
を
有
す
る
具
体
的
な
個
人
の
「
人
聞
の
尊
厳
」
の
保
障
で
あ
っ
て
、
種
と
し
て
の
人
類
の
一
員
で
あ
る
ゆ
え
に
付
与
さ
れ
る
「
人

聞
の
尊
厳
」
で
は
な
い
。
判
例
・
多
数
説
も
、
「
人
格
」
を
、
人
格
|
理
性
l
自
律
の
連
鎖
の
な
か
で
捉
え
て
い
る

う
「
自
律
」
は
、
穴
E
E
の
そ
れ
と
は
異
な
り
、
い
わ
ば
自
己
決
定
能
力
を
意
味
す
る
に
止
ど
ま
る
)
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
自
律
的
個
人

の
自
己
決
定
が
全
面
的
に
容
認
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
判
例
・
多
数
説
の
「
人
格
主
義
」
は
、
極
端
な
個
人
主
義
や
全
体
主

義
の
否
定
を
、
そ
し
て
「
共
同
体
に
拘
束
さ
れ
た
個
人
」
を
意
味
す
る
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
い

基
本
法
一
条
一
項
の
「
人
間
の
尊
厳
」
条
項
に
関
し
て
、
判
例
・
学
説
の
聞
に
は
高
度
に
抽
象
的
次
元
で
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
は
存
在
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
人
間
の
尊
厳
」
条
項
は
、
基
本
法
の
根
本
規
範
で
あ
り
、
個
別
的
基
本
権
を
制
約
す
る
規
範
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の

絶
対
的
不
可
侵
の
保
障
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
方
で
、
そ
の
よ
う
な
規
範
的
性
格
を
有
す
る
「
人
間
の
尊
厳
」
を
積
極
的
に
定
義
す
る
こ
と

北I去54(6・146)2158



の
場
合
で
あ
る
」
と
い
う
形
の
消
極

は
、
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
「
人
間
の
尊
厳
に
違
反
す
る
の
は
、

的
定
義
を
行
う
に
止
ど
ま
っ
て
い
る

o
o
E
E
U
E加
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
、
囲
内
恒
三
に
倣
っ
た
「
客
体
定
式
」
、
す
な
わ
ち
、
「
具
体
的
な

(6) 

人
間
が
、
客
体
、
単
な
る
手
段
、
代
替
可
能
な
存
在
に
庇
め
ら
れ
る
と
き
」
人
間
の
尊
厳
に
対
す
る
違
反
が
存
在
す
る
と
い
う
「
客
体
定

式
L

も
、
こ
の
よ
う
な
消
極
的
定
義
の
一
つ
の
表
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
客
体
定
式
」
に
よ
っ
て
「
人
聞
の
尊
厳
」

へ
の
侵
害
を
確
定
す

る
こ
と
の
困
難
さ
を
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
自
ら
も
、
人
間
は
「
社
会
的
発
展
や
諸
状
況
の
み
な
ら
ず
、
法
の
単
な
る
客
体
と
な
る
こ
と
も
し

(7) 

ば
し
ば
」
あ
る
、
と
い
う
事
実
の
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
認
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
客
体
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る

「人間の尊厳」と身体・生命の倫理的法的位置づけ(1)

場
合
と
許
さ
れ
な
い
場
合
の
「
線
引
き
」
が
、
常
に
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

確
か
に
、
「
人
間
の
尊
厳
」
を
め
ぐ
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
は
、
高
度
に
抽
象
的
な
次
元
で
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
が
具
体
的

に
は
漠
然
と
し
た
不
特
定
な
も
の
で
あ
る
ゆ
え
に
、
そ
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
は
壊
れ
や
す
い
。
人
間
の
尊
厳
の
保
障
の
具
体
的
な
適
用
範
囲
や

内
容
が
問
題
と
な
る
と
、
争
い
が
顕
在
化
す
る
。

(2)
種
と
し
て
の
人
間
の
尊
厳
論

理
性
|
自
律
と
直
結
し
た
「
人
格
」
概
念
を
論
理
的
に
突
き
詰
め
れ
ば
、
自
己
決
定
能
力
を
有
し
な
い
人
間
に
は
「
尊
厳
」
が
否
定
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
の
判
例
・
通
説
は
、
潜
在
的
可
能
性
論
に
よ
っ
て
、
胎
児
な
ど
に
も
「
尊
厳
」
を
享
有
す
る
こ
と
を
肯

(8) 

定
す
る
。
義
務
基
底
的
「
人
間
の
尊
厳
」
論
に
は
、
こ
の
よ
う
な
「
慈
悲
的
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
を
用
い
る
必
要
の
な
い
、
理
性
や
自
律
を

要
件
と
し
な
い
「
種
と
し
て
の
人
間
の
尊
厳
」
論
が
あ
る
。
こ
の
立
場
を
明
確
に
打
ち
出
し
た
の
が
、
生
命
倫
理
法
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
憲

(9) 

法
院
一
九
九
四
年
判
決
で
あ
る
。

北法54(6.147)2159

①
 
フ
ラ
ン
ス
憲
法
院
一
九
九
四
年
判
決



シンポジウム

憲
法
院
は
、
「
人
間
の
尊
厳
」
論
、
そ
し
て
「
人
体
の
所
有
権
」
論
に
新
た
な
「
光
」
を
当
て
た
。
そ
の
新
た
な
「
光
」
の
な
か
で
、
憲

一
九
九
四
年
に
成
立
し
た
三
つ
の
生
命
倫
理
法
の
う
ち
、
人
体
の
尊
重
に
関
す
る
法
律
と
、
人
体
の
構
成
要
素
及
び
産
物
の
提
供

北法54(6・148)2160

法
院
は
、

と
医
学
的
に
補
助
さ
れ
た
生
殖
及
び
出
生
前
診
断
に
関
す
る
法
律
の
合
憲
性
を
確
認
し
た
。

一
九
四
六
年
憲
法
前
文
(
「
人
聞
を
隷
従
さ
せ
退
廃
さ
せ
る
こ
と
を
試
み
た
体
制
に
自
由
な
人
民
が
打
ち
勝
っ
た
翌
日
に
、

本
判
決
は
、

人
種
、
宗
教
、
信
条
に
よ
っ
て
差
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
す
べ
て
の
人
間
は
譲
渡
不
可
能
で
神
聖
な
諸
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
、
フ
ラ
ン
ス

国
民
は
あ
ら
た
め
て
宣
言
す
る
」
)
を
引
用
し
て
、
初
め
て
「
人
間
の
尊
厳
」
の
原
理
が
憲
法
的
価
値
を
有
す
る
こ
と
を
認
め
た
。
判
決
は
、

こ
の
前
文
か
ら
「
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
隷
従
及
び
堕
落
に
対
す
る
人
間
の
尊
厳
の
擁
護
は
、
憲
法
的
価
値
を
有
す
る
原
理
で
あ
る
」
と
帰
結
す

る
。
そ
し
て
、
本
判
決
は
、
「
人
間
の
尊
厳
」
を
構
成
す
る
四
つ
の
涼
理
と
し
て
、
判
決
は
、
「
人
間
の
優
位
性
」
、
「
生
命
誕
生
か
ら
の
人
間

の
尊
厳
」
、
「
人
体
の
不
可
侵
性
、
完
全
性
、
お
よ
び
そ
の
非
財
産
的
性
格
」
、
そ
し
て
「
人
類
の
完
全
性
」
を
挙
げ
る
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
生
命
誕
生
か
ら
の
人
間
の
尊
厳
」
で
あ
る
。
本
判
決
は
「
人
間
の
尊
厳
」
を
、
自
律
的
な
人
間
の
尊
厳
で

は
な
く
、
「
種
と
し
て
の
人
間
の
尊
厳
」
と
捉
え
た
。

② 

連
邦
議
会
審
議
会
最
終
報
告
書

近
時
、
ド
イ
ツ
で
も
、
穴
宮
内
哲
学
に
基
づ
き
つ
つ
、
「
種
と
し
て
の
人
間
の
尊
厳
」
論
が
提
起
さ
れ
た
。
二

O
O
O
年
三
月
二
四
日
、
ド

イ
ツ
連
邦
議
会
は
、
現
代
医
療
と
生
命
医
学
が
提
起
す
る
様
々
な
法
的
・
倫
理
的
問
題
を
検
討
し
、
政
策
的
提
言
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す

る
「
現
代
医
療
の
法
と
倫
理
」
審
議
会
を
設
置
し
た
。
当
審
議
会
片
山
、
二
年
間
の
審
議
を
経
て
、
二

O
O
二
年
五
月
一
四
日
、
連
邦
議
会
議

長
に
最
終
報
告
書
を
手
渡
し
た
。

本
報
告
書
は
、
「
種
と
し
て
の
人
間
の
尊
厳
」
論
を
採
用
し
て
い
る
。
本
報
告
書
は
、
「
人
間
の
尊
厳
が
人
類
と
し
て
の
人
間
に
帰
属
し
、

(
印
)

そ
れ
以
外
の
ど
ん
な
特
性
に
も
依
存
し
な
い
と
い
う
人
間
の
尊
厳
の
規
範
的
な
要
請
」
に
、
つ
ま
り
「
人
間
を
そ
の
知
性
に
還
元
し
な
い
包



(
日
)

括
的
な
人
間
観
」
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
自
己
決
定
能
力
を
問
う
こ
と
も
な
く
、
潜
在
的
可
能
性
論
で
擬
制
す
る
必
要
も
な

く
、
匹
も
受
精
卵
も
「
尊
厳
」
を
有
す
る
も
の
と
し
て
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

本
報
告
書
が
採
る
「
人
間
の
尊
厳
」
観
は
、
判
例
・
多
数
説
と
は
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
い
。

E
D同
の
「
人
間
性
の
尊
厳
」
論
と
の
関

係
で
整
理
す
れ
ば
、
判
例
・
多
数
説
は
「
自
律
」
の
要
素
に
重
点
を
置
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
本
報
告
書
は
「
人
間
性
」
の
要
素
に
重
点

(ロ)

を
置
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
そ
の
「
人
間
性
」
を
、
あ
る
カ
ン
ト
哲
学
者
の
見
解
に
従
っ
て
、
個
々
の
人
間
で
は
な
く
、
種
と

し
て
の
人
類
と
捉
え
て
い
る
。

「人間の草厳jと身体・生命の倫理的法的位置づけ(1)

権
利
基
底
的
「
人
間
の
尊
厳
」
論
と
憲
法
理
論

(
l
)
連
邦
最
高
裁
判
所
と
「
基
本
的
権
利
」

ア
メ
リ
カ
で
も
、
規
制
根
拠
と
し
て
の
「
人
間
の
尊
厳
」
論
を
語
る
論
者
が
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
ヒ
ト
・
ク
ロ
ー
ン
禁
止

(
日
)

論
者
に
共
通
す
る
反
対
理
由
は
、
人
間
の
尊
厳
に
対
す
る
深
刻
な
脅
威
で
あ
る
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
(
法
)
哲
学
者
も
、
穴
同
去
の
「
客

体
定
式
」
が
「
近
代
倫
理
学
に
お
け
る
最
も
感
動
的
な
一
節
の
ひ
と
つ
」
で
あ
り
、
「
法
の
哲
学
に
と
っ
て
最
も
重
要
で
、
最
も
大
き
な
影

(

日

)

(

日

)

響
を
与
え
る
」
命
題
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。
し
か
し
、
「
客
体
定
式
」
の
具
体
的
内
容
に
関
し
て
は
、
「
ま
っ
た
く
明
瞭
で
は
な
い
」
と
か
、

(
げ
)

そ
れ
は
「
多
く
の
異
な
る
解
釈
に
聞
か
れ
た
」
命
題
で
あ
る
、
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
の
連
邦
最
高
裁
判
所
(
以
下
、
連
邦
最
高
裁
と
略
称
)
は
人
権
制
約
の
合
憲
性
を
、
当
該
人
権
と
そ
れ
を
制
約
す
る
法
令
の
目

一
切
の
比
較
衡
量
も
認
め
な
い
絶
対
的
制
約

的
や
規
制
手
段
と
の
憲
法
上
の
比
較
衡
量
に
よ
っ
て
判
断
す
る
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
よ
う
な
、

原
理
で
あ
る
「
人
間
の
尊
厳
」
に
相
応
す
る
も
の
は
な
い
。

ア
メ
リ
カ
判
例
に
お
い
て
、
決
定
的
で
あ
る
の
は
そ
の
合
憲
性
を
審
査
す
る
「
審

北法54(6・149)2161



シンポジウム

一
般
的
に
は
、
審
査
基
準
と
し
て
「
合
理
性
の
テ
ス
ト
」
、
「
中
間
の
審
査
基
準
」
、
そ
し
て
「
厳
格

査
基
準
」
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、

(
日
目
)

な
審
査
」
の
基
準
が
存
在
す
る
。
伝
統
的
な
審
査
基
準
で
あ
る
「
合
理
性
の
テ
ス
ト
」
と
異
な
る
審
査
基
準
が
採
用
さ
れ
る
か
否
か
は
、
当

該
権
利
の
「
基
本
的
権
利
」
(
同
E
E
E
g
g
-
ユ
関
宮
)
性
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
も
し
当
該
権
利
が
「
基
本
的
権
利
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
と
、
規

(
凶
)

制
法
令
に
と
っ
て
は
「
致
命
的
」
と
も
言
わ
れ
る
最
も
厳
し
い
審
査
基
準
で
あ
る
「
厳
格
な
審
査
」
の
基
準
に
よ
っ
て
審
査
さ
れ
る
。
そ
れ

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
当
該
権
利
が
「
基
本
的
権
利
」
と
い
え
る
か
否
か
が
決
定
的
問
題
と
な
る
。
問
題
は
、
「
基
本
的
権
利
」

の
要
件
で
あ
る
。
判
例
が
示
す
「
基
本
的
権
利
」
性
を
判
定
す
る
要
件
は
、
二
つ
あ
る
。
歴
史
や
伝
統
を
基
準
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
「
高

ゆ冶え、

度
に
個
人
的
で
親
密
な
決
定
」
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
関
し
て
判
例
は
多
く
の
暖
昧
さ
を
残
し

(
初
)

て
い
る
し
、
首
尾
一
貫
性
を
欠
い
て
い
る
。

(
2
)
生
殖
の
権
利
H

「
基
本
的
権
利
」
説

ヒ
ト
・
ク
ロ

l
ニ
ン
グ
問
題
を
例
に
と
っ
て
、
具
体
的
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

ヒ
ト
・
ク
ロ

l
ニ
ン
グ
肯
定
論
者
が
主
張
す
る
人
権
は
、
生
殖
の
権
利
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
上
、
生
殖
の
権
利
を
保
障
す
る

明
文
規
定
は
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ヒ
ト
・
ク
ロ

l
ニ
ン
グ
肯
定
論
者
に
は
、
次
の
一
二
つ
の
事
柄
に
つ
い
て
論
証
す
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
生
殖
の
権
利
の
憲
法
上
の
位
置
づ
け
で
あ
る
。
第
二
に
、
生
殖
の
権
利
の
な
か
に
ヒ
ト
・
ク
ロ
ー
ン
を
産
む
権
利

が
含
ま
れ
る
こ
と
の
論
証
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
体
細
胞
ク
ロ

i
ニ
ン
グ
と
い
う
手
段
を
用
い
て
子
ど
も
産
む
権
利
が
「
基
本
的
権
利
」

(
れ
)

で
あ
る
こ
と
の
論
証
で
あ
る
。
ヒ
ト
・
ク
ロ

l
ニ
ン
グ
肯
定
論
の
代
去
的
論
者
で
あ
る
宮
古
河
内
V

宮

5
g
は
、
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

岡
山
。

σ
n
5
0ロ
は
、
「
子
孫
を
持
っ
か
持
た
な
い
か
を
決
定
す
る
自
由
と
定
義
す
る
生
殖
の
権
利
に
つ
い
て
、
産
ま
な
い
権
利
主
宰
円
ロ
♀

8
5
-
U
S
E
B
)
、
判
例
も
認
め
る
、
避
妊
の
権
利
お
よ
び
中
絶
の
権
利
が
「
基
本
的
権
利
」

で
あ
る
こ
と
か
ら
議
論
を
始
め
る
。
次
に
、
彼
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は
、
産
ま
な
い
権
利
と
産
む
権
利
玄
関
宮
門
O

B望。
E
B
)
を
コ
イ
ン
の
両
面
の
関
係
に
あ
り
、
し
た
が
っ
て
産
む
権
利
も
基
本
的
権
利
と

し
て
保
障
さ
れ
る
、
と
主
張
す
る

o
m。
σ
2
8ロ
が
生
殖
の
権
利
を
「
基
本
的
権
利
」
と
す
る
理
由
は
、
「
生
殖
と
い
う
経
験
が
・
・
・
意
義

と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
う
人
と
し
て
の
観
念
に
と
っ
て
中
心
的
で
あ
る
」
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
あ
る
人
が
生
殖
す
る
あ
る
い
は

生
殖
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
と
っ
て
、
尊
厳
に
と
っ
て
、
そ
し
て
そ
の
人
の
人
生
の
意
義
に
と
っ
て
中
心

的
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
。

「人間の尊厳」と身体・生命の倫理的法的位置づけ(1)

子
ど
も
を
産
む
権
利
の
重
要
さ
を
強
調
す
る
列
。
σ
2
8
D
に
よ
れ
ば
、
不
妊
カ
ッ
プ
ル
は
「
生
殖
を
通
し
て
自
分
自
身
を
明
ら
か
に
す
る
」

機
会
さ
え
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
男
。

Z
5
2
は
、
不
妊
カ
ッ
プ
ル
が
子
ど
も
を
産
む
自
由
を
現
実
に
享
受
で
き
る
た
め
に
、

す
べ
て
の
生
殖
補
助
技
術
を
用
い
て
子
ど
も
を
産
む
自
由
が
「
基
本
的
権
利
」
と
し
て
保
障
さ
れ
る
、
と
主
張
す
る

o
m
S
2
8ロ
は
、
治

療
目
的
の
ク
ロ

l
ニ
ン
グ
ば
か
り
で
な
く
、
不
蛙
カ
ッ
プ
ル
に
と
っ
て
ク
ロ

l
ニ
ン
グ
以
外
の
方
法
で
は
子
ど
も
を
産
む
こ
と
が
で
き
な
い

場
合
の
生
殖
目
的
ク
ロ

l
ニ
ン
グ
を
肯
定
す
る
。
列
。

σ
n
5
2
が
否
定
す
る
の
は
、

ク
ロ

l
ニ
ン
グ
以
外
の
手
段
で
も
子
ど
も
を
産
め
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
と
遺
伝
子
が
同
一
で
あ
る
子
ど
も
を
産
み
た
い
と
い
う
場
合
だ
け
で
あ
る
。

む
す
び
にア

メ
リ
カ
を
代
表
す
る
憲
法
研
究
者
の
一
人
で
あ
る
円
程
『
2
2
叶
2
Z
の
「
告
白
」
が
重
い
o

叶
コ
宮
は
、

筆
者
に
は
、

一
九
七
三
年
に

の執
規筆
制し
をた
支技
持術
し評
て価
い合に
たど問
。す

しる
か論
し文

お
しヨ

て

ヒ
ト
・
ク
ロ

l
ニ
ン
グ
が
人
間
と
い
う
概
念
と
実
体
へ
の
脅
威
に
な
り
う
る
と
し
て
、
そ

ヒ
ト
・
ク
ロ

l
ニ
ン
グ
は
人
間
の
個
別
性
の
意
味

(
お
)

を
脅
か
す
か
と
い
う
根
源
的
な
問
い
に
『
イ
エ
ス
』
と
答
え
た
の
は
間
違
い
だ
っ
た
と
言
い
た
い
衝
動
に
駆
ら
れ
て
い
る
」
と
告
白
し
た
上

一
九
九
八
年
に
執
筆
し
た
論
文
で
は
、
「
現
在
、

北法54(6・151)2163 



シンポジウム

で、
J

「
号
。
は
、
「
は
っ
き
り
と
結
論
の
出
せ
な
い
灰
色
の
部
分
が
あ
る
」
ヒ
ト
・
ク
ロ

l
ニ
ン
グ
問
題
は
、
全
面
的
是
認
で
も
全
面
的
禁
止

(M) 

で
も
な
く
、
「
い
か
に
」
(
ぎ
を
)
を
論
じ
る
こ
と
の
必
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。

確
か
に
、
「
知
る
こ
と
と
で
き
る
こ
と
が
ま
す
ま
す
急
激
に
増
大
す
る
世
界
に
あ
っ
て
は
、
新
し
い
社
会
的
・
技
術
的
・
医
学
的
な
発
展

(
お
)

が
人
間
の
尊
厳
に
ど
の
程
度
触
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
を
、
繰
り
返
し
新
た
に
確
か
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
し
か
し
、
絶
対
的
な
規
範

的
命
令
で
あ
る
「
人
間
の
尊
厳
」
保
障
の
具
体
的
内
容
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
「
客
体
定
式
」
が
絶
対
的
規
範
的
命
令
で
あ
れ
ば

あ
る
ほ
ど
、
そ
の
違
反
は
杜
会
が
一
致
し
て
了
解
す
る
「
絶
対
に
耐
え
ら
れ
な
い
も
の
」
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
「
客
体

定
式
」
か
ら
す
れ
ば
、
治
療
目
的
ク
ロ

l
ニ
ン
グ
は
産
ま
れ
て
く
る
子
ど
も
を
端
的
に
「
手
段
」
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
な
り
、
「
客
体
定

式
」
違
反
に
な
る
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。

E
S
細
胞
の
樹
立
に
よ
っ
て
、
治
療
目
的
ク
ロ

l
ニ
ン
グ
が
ク
ロ
ー
ン
・
ベ
ビ

l
の
出
産

ま
で
行
か
ず
に
、
匹
の
ク
ロ

l
ニ
ン
グ
の
段
階
ま
で
で
可
能
と
な
る
。
そ
の
場
合
、
「
匹
」
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
が
核
心
的
問
題

と
な
る
。
そ
し
て
粧
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
「
尊
厳
」
を
享
有
す
る
「
人
間
」
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
の
か
、
と
い
う
根
源
的
問
題
に
立
ち

戻
る
。

ヒ
ト
・
ク
ロ

l
ニ
ン
グ
「
基
本
的
権
利
」
説
を
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
の
判
例
理
論
か
ら

ヒ
ト
・
ク
ロ

l
ニ
グ
を
用
い
て
子
ど
も
を
産
む
権
利
は
「
基
本
的
権
利
」
と
い
は
い
え
ず
、
そ
の
規
制
法
の
合
憲
性
は
最
も
緩
や

(
お
)

か
な
「
合
理
性
の
テ
ス
ト
」
に
よ
っ
て
審
査
さ
れ
、
合
憲
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

例
と
し
て
挙
げ
た
河
内
}
σ
2
8ロ
は
、

い
え
ば
、

そ
も
そ
も
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
同
州
。
σ刊
号
。
ロ
の
議
論
は
論
証
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
単
に
主
張
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
産
ま
な
い
権
利
と
産
む
権
利
と
を
コ
イ
ン
の
両
面
的
な
位
置
関
係
で
捉
え
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に

両
者
と
も
「
基
本
的
権
利
」
で
あ
る
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
憲
法
論
と
し
て
は
、
「
産
ま
な
い
」
と
い
う
消
極
的
自
由

と
「
産
む
」
と
い
う
積
極
的
自
由
と
を
同
一
の
も
の
と
捉
え
る
こ
と
は
単
純
す
ぎ
る
。
目
的
の
是
認
は
、
そ
の
目
的
を
実
現
す
る
す
べ
て
の

北法54(6・152)2164



(
幻
)

手
段
の
是
認
に
は
直
結
し
な
い
。
詳
細
は
別
稿
を
参
照
し
て
頂
き
た
い
が
、
筆
者
は
、
ヒ
ト
・
ク
ロ

l
ニ
ン
グ
を
用
い
て
子
ど
も
を
産
む
権

利
は
「
基
本
的
権
利
」
と
は
い
え
ず
、
そ
の
規
制
法
の
合
憲
性
は
「
中
間
の
審
査
基
準
」
で
審
査
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
。

「
人
間
の
尊
厳
」
論
に
関
し
て
、
二
つ
の
課
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ヒ
ト
・
ク
ロ

l
ニ
ン
グ
を
は
じ
め
と
す
る
先
端
科
学
技
術
が
惹
起
す
る
憲
法
問
題
に
お
け
る
一
つ
の
課
題
は
、
「
絶
対
的
に
耐
え
ら
れ
な

い
」
人
間
の
尊
厳
の
侵
害
が
何
か
に
つ
い
て
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
形
成
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
形
成
を
目
指
し
て
、
他
の

の
具
体
的
内
容
を
確
定
す
る
作
業
が
必
要
で
あ
る
。
本
稿
で
概
観

学
問
分
野
の
豊
富
な
研
究
業
績
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
「
人
間
の
尊
厳
」

「人間の尊厳」と身体・生命の倫理的法的位置づけ(1)

し
た
二
つ
の
「
人
間
の
尊
厳
」
論
の
相
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
絶
対
的
に
耐
え
ら
れ
な
い
も
の
」
に
関
す
る
一
つ
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
確

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ヒ
ト
・
ク
ロ

l
ニ
ン
グ
肯
定
論
の
代
表
的
論
者
で
あ
る
列
。

Z
5
2
も
、
彼
の
言
、
っ
、
生
殖
目
的
ヒ
ト
・
ク
ロ

l
ニ
ン
グ
「
モ
デ
ル

2
」

(
お
)

の
「
基
本
的
権
利
」
性
を
否
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

m
S
2
8ロ
も
、
体
細
胞
核
移
植
ク
ロ

l
ニ
ン
グ
以
外
の
方
法
で
子
ど
も
を
産
む
(
持

つ
)
こ
と
が
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
と
遺
伝
子
が
同
一
で
あ
る
子
ど
も
を
欲
し
い
と
い
う
理
由
で
体
細
胞
核
移
植
ク
ロ

l
ニ
ン
グ

を
使
用
す
る
こ
と
へ
の
制
限
を
認
め
る
。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
、
体
細
胞
核
移
植
ク
ロ

l
ニ
ン
グ
で
し
か
子
ど
も
を
持
つ
こ
と
が
で

き
な
い
場
合
を
除
い
て
、
生
殖
目
的
ヒ
ト
・
ク
ロ

l
ニ
ン
グ
は
「
絶
対
的
に
耐
え
ら
れ
な
い
」
人
間
の
尊
厳
の
侵
害
で
あ
る
、
と
い
え
よ
う
。

い
か
に
ヒ
ト
・
ク
ロ

l
ニ
ン
グ
禁
止
が
生
殖
の
権

他
の
一
つ
の
課
題
は
、
司
ユ
宮
が
言
う
よ
う
に
、

E
E
2
5壬
ロ
加
の
解
決
で
は
な
く
、

利
の
制
約
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
の
個
別
的
で
具
一
体
的
な
、
そ
し
て
説
得
力
の
あ
る
論
証
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

ヒ
ト
・
ク
ロ

l

北法54(6・153)2165

ニ
ン
グ
を
め
ぐ
る
憲
法
問
題
ば
か
り
で
な
く
、
人
権
の
保
障
と
制
約
の
考
案
に
と
っ
て
常
に
求
め
ら
れ
る
論
証
で
あ
る
。



シンポジウム

iz品

(
l
)
筆
者
は
、
す
で
に
「
人
間
の
尊
厳
」
に
関
し
て
若
干
の
論
稿
を
公
に
し
て
き
で
い
る
。
「
「
個
人
の
尊
重
』
と
『
人
間
の
尊
厳
』
|
同
義
性
と

異
質
性
」
(
青
柳
I
と
略
称
)
(
青
柳
『
個
人
の
尊
重
と
人
間
の
尊
厳
」
五
頁
以
下
、
尚
学
社
、
一
九
九
六
年
)
、
「
人
間
の
尊
厳
と
個
人
の
尊
重
」

(
青
柳
H
と
略
称
)
、
「
先
端
科
学
/
技
術
と
憲
法
|
序
説
」
(
青
柳
田
と
略
称
)
(
以
上
、
青
柳
「
人
権
・
社
会
・
国
家
』
六
一
頁
以
下
、
一

O

八
頁
以
下
、
尚
学
社
、
二
O
O
二
年
)
、
「
科
学
/
技
術
の
進
歩
と
人
間
の
尊
厳
」
(
ジ
ユ
リ
ス
ト
一
一
一
一
一
一
一
号
三
O
頁
)
が
あ
る
。
ま
た
日
本
国

憲
法
ご
ニ
条
の
「
個
人
の
尊
重
」
規
定
に
つ
い
て
は
、
「
『
個
人
の
尊
重
』
規
定
の
規
範
性
L

(

青
柳
『
人
権
・
社
会
・
国
家
』
七
四
頁
以
下
)
が

あ
る
。
本
稿
に
お
け
る
記
述
の
多
く
は
、
そ
れ
ら
で
す
で
に
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

(
2
)
本
文
の
括
弧
内
の
頁
数
は
、
カ
ン
ト
(
平
田
俊
博
・
訳
)
「
人
倫
の
形
而
と
学
の
基
礎
づ
け
」
(
カ
ン
ト
全
集
第
七
巻
、
岩
波
書
庖
、
二

0
0

O
年
)
の
頁
数
で
あ
る
。

(
3
)
内
内
田
町
三
四

S
E泊
g
宅
口
由
主

E
e
Z
E
S
S
E
m
z
~門
予
同
ロ

5
8
E
m
z
F
-
5仏
国

=
s
s
c
g
g
n
p
号
吋
宮
豆
。
色
町
門
口

F-HN2・
aa--aau
・3
2
3
3・

(
4
)

。2主
F
の
権
利
論
を
展
開
す
る
主
著
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
河
町
g
g
g
E
ζ
c
E
(
]
ヨ
∞
)
と
出
=
5
8
2
m
z
z
(
-
混
同
)
で
あ
る
。

(
5
)
こ
こ
で
記
し
た
基
本
法
の
「
人
間
の
尊
厳
」
に
つ
い
て
は
、
青
柳
I
、
青
柳
E
、
青
柳
皿
、
そ
し
て
ホ
ル
ス
ト
・
ド
ラ
イ
ヤ
ー
(
押
久
保

倫
夫
・
訳
)
「
人
間
の
尊
厳
の
原
理
(
基
本
法
第
一
条
一
項
)
と
生
命
倫
理
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
(
編
)
「
人
間
・
科
学
技
術
・
環
境
』

六
九
頁
以
下
(
一
九
九
九
年
)
参
照
。

(
6
)
O
Uコ
や
り
旬
。

E
E円。
nFZ由民
N〈
。
ロ
己

q
室
町
ロ
田

n
z
g者
口
三

P
E一
〉
。
明
一
∞
}
(
]
苫
小
)
@
回
一

NJ可

(7)
切
〈
刊
以
。
岡
山
凶
{
)
ゆ

}

(

M

凶
叫
一
回
)

(8)
切

g
a
p
-
6
5
巧
E丘
伺
色
町
田
富

n
g
n
E
2
5
E
E
E
S門司
U
R
-
-
J
E
C
g目
H
E
(国
『
目
的
)
ゆ
回
目
同
門
『

U
加

nNE
ユNnnFZEロ
吾

g
宮
}
。

m
F
石∞
u-
∞
出
司

(
9
)
本
判
決
に
つ
い
て
は
、
小
林
真
紀
「
フ
ラ
ン
ス
公
法
に
お
け
る
「
人
間
の
尊
厳
」
の
原
理
(
こ
」
上
智
法
学
論
集
四
二
巻
三
・
四
合
併
号
一

七一

1
一
七
八
頁
な
ど
参
照
。

(

日

)

印

n
z
g渉
開

E
n
Z円
日
開
同
開

Z
E刊
H
O
-
-
ハ
0
5
5
2
2
0
P
E河
刊

n
z
z
E
回
zrι-u『
ヨ
色
町
g
g
玄
邑
E
E
J
N
O
Oド
回
二
回
U=-E・

(日

)Ha--
∞-Z-

(
ロ
)
〈
往
-E--
∞
・
}
{
)
・
本
報
告
書
は
、
回
ハ
・
回
5
5
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
た
カ
ン
ト
の
「
人
間
性
の
理
念
」
に
依
拠
し
て
い
る
(
〈
包
・
野
s
p
y
-
g目
?

zmDJξE『
岳
山
口
白
色
回
目
。

s
m
e
N
E
e
N
C
C
C唱
印
・

Jコ)。
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Two Concepts of Human Dignity and the Constitutional Theories 

Koichi AOY AGI * 

Human Dignity is a key concept which resolves the new constitutional law's 

problems. When we think the matter over human cloning， Human Dignity is a key 

concept. 
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obligatory concept of Human Dignity which stems from Kant' s philosophy. Another is 

a right-based concept of Human Dignity， which is， for example， a foundational 

philosophy of American society. 

According to an obligatory conc巴ptof Human Dignity， human cloning is totally 

prohibited. Its typicaI state is German and France. But the obligatory content of Human 

Dignity is not so obvious. For example， there is an impo口antdifference between 

German and France concerning its content of Human Dignity. The German 

Constitutional Court and a commonly accepted constitutional theory hav巴takenon a 

dignity of an autonomous person. But the French Constitutional Court has taken on a 

dignity of a human as species. 

On the other side， in USA there is a strong argument against legal control on human 

cloning. According to this constitutional opinion， a person has a reproductive right that 

involves aIso use of human cloning technology， and is a “fundamental right'¥ 

But 1 could not be for this opinion. Even granting that a reproductive right is a 

“fundamental right'¥1 think， a right to choose human cloning technology is not a 
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“fundamentaI right". 

We， constitutionaI scholars， have two tasks. 

One: wピIItry to become definite concrete contents of the very core of Human 

Dignity 

Another: When we inquire into the constitutionality of regulations on human rights， 

we must discuss these problems not in a “aII or nothing" -oriented way， but in a 

concrete， s巴parateand persuasive way. 
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